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弘
安
七
年
三
二
八
四
〉
五
月
廿
目
、
鎌
倉
幕
府
は
、

同
一
寺
社
領
如
旧
被
沙
汰
付
、
被
専
神
事
仏
事
、
被
止
新
造
社
、
可
被
加
古
寺
社
修
理
事

の
条
を
始
め
と
す
る
全
三
十
八
か
条
の
制
規
を
定
め
た
。
内
容
は
、
ま
さ
に
「
政
道
興
行
条
々
と
も
い
う
べ
き
も
の
」

革
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
広
範
な
内
容
に
わ
た
る
諸
法
令
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
に
鎮
西
関
係
が
二
か
条
あ
る
。

九
圏
社
領
止
甲
乙
人
売
買
、
如
旧
可
致
沙
汰
事
、

鎮
西
九
国
名
主
、
可
被
成
御
下
文
事
、

で
あ
り
、
「
弘
安
の
改

(b) 
②①  
幕
府
は
こ
の
制
規
を
具
体
的
に
実
施
す
ぺ
く
、
新
編
追
加
に
み
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
計
画
を
立
て
た
。

同
条
々
弘
安
七
六
廿
五

一
鎮
西
為
宗
神
領
事

制
乙
人
等
称
拍
却
質
券
之
地
、
狸
管
領
之
由
、

有
其
聞
、
尋
明
子
細
、
如
旧
為
被
返
付
、
所
差
遣
明
石
民
都
大
夫
行
宗
・
長
田
左
衛

〈
安
途
v

門
尉
教
経
・
兵
庫
助
三
郎
政
行
也
、
大
友
兵
庫
頭
頼
泰
一
法
師
、
越
前
守
盛
宗
・
大
宰
少
弐
経
資
法
師
可
為
合
奉
行
、
品
問
帯
康
元
前
後
下

知
、
或
雄
経
知
行
年
序
、
為
泊
却
質
券
地
之
条
、
無
異
儀
者
、
可
沙
汰
付
之
、

つ
ま
り
、
鎮
西
の
地
に
コ
種
の
合
議
裁
定
の
機
関
」
（
佐
藤
・
二
八
八
頁
）
を
設
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
「
新
編
追
加
」

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

二
二
五



に
収
め
る
次
の
史
料
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
ら
か
と
な
る
。
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鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

ニニムハ

名
主
職
事

父
祖
其
身
勤
仕
御
家
人
役
之
条
、
帯
守
護
人
之
状
等
者
、
可
安
堵
、
但
於
凡
下
之
輩
者
、
不
及
沙
汰
、

条
々

次
不
知
行
過
廿
箇
年
者
、
同
前
、

次
康
元
以
後
下
知
状
事
、
不
過
廿
箇
年
者
、
不
可
依
彼
状
、
可
安
堵
、

次
縦
難
成
給
安
堵
御
下
文
、
領
家
地
頭
得
分
以
下
所
務
、
守
先
例
、
不
可
違
乱
、

次
公
文
田
所
以
下
所
職
相
伝
仁
事
、
相
同
名
主
篇

次
関
東
六
波
羅
有
沙
汰
事
、
被
取
調
訴
陳
之
状
者
、
不
及
尋
問
、
為
未
断
事
者
、
可
札
明
之
、

次
地
頭
職
関
所
地
、
同
名
主
職
事
、
可
尋
問
子
細
守
護
人
、

〈
大
友
V

（

明

石

）

円

安

逮

〉

（

長

田

〉

条
々
、
急
速
為
有
御
沙
汰
、
以
九
州
所
領
相
分
三
方
也
、
於
博
多
可
尋
沙
汰
、
頼
泰
法
師
、
行
宗
、
肥
前
、
筑
前
、
薩
摩
、
盛
宗
、
教

ハ
式
藤
》

経
、
豊
後
、
豊
前
、
日
向
、
経
資
法
師
、
政
行
、
肥
後
、
筑
後
、
大
隅
、
各
守
此
旨
可
奉
行
、
云
社
領
云
名
主
、
無
別
子
細
者
、
戎
直

返
付
之
、
戎
安
堵
其
身
、
先
可
書
与
下
知
之
状
、
御
下
文
者
、
追
加
有
御
計
也
、

次
在
国
之
仁
者
、
直
可
尋
問
、
在
京
之
輩
者
、
差
日
数
、
可
相
触
正
員
之
由
、
可
召
仰
彼
代
官
、
若
過
期
日
者
、
可
計
沙
汰
、

⑥ ⑦ 
次
御
家
人
者
、
直
可
尋
沙
汰
、
散
在
之
輩
者
、
仰
守
護
人
可
加
催
促
、

比
事
書
、
昨
日
御
寄
合
、
令
読
申
候
華
、
無
相
違
之
由
、
御
沙
汰
候
、
の
進
之
候
、
恐
々
謹
言
、

（
弘
安
七
年
）
九

月

十

日

尚

時

判

ハ
行
宗
〉

明
石
民
部
大
夫
殿

す
な
わ
ち
、
東
使
三
人
を
派
遣
し
、
鎮
西
の
守
護
（
乃
至
守
護
代
）
三
人
を
合
奉
行
と
し
て
こ
れ
に
組
み
合
わ
せ
、
三
班
か
ら
な
る
合
議
機

闘
を
作
り
、
鎮
西
各
三
国
づ
つ
を
管
轄
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
合
議
機
関
設
置
の
場
所
は
博
多
と
し
た
。
右
の
、
東
使
・
守
護



（乃至守護代）およびその管轄国の配合関係を佐藤進一氏にならって表示すると次のようになる（二八八頁）。
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庫 回 石 東

助
左 民

衛 部

一 門 大
良日
尉 夫

政 教 行 使

戸イ丁 経 ；，三＝て， 
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武 安 大 合

藤 達 友
奉

経 盛 頼

資 ，司三コミ，ミ 泰 行

筑 豊 筑
管

後 前 前

肥 豊 R巴 事書

後 後 前
国

大 日 薩

隅 向 摩 名

こ
の
合
議
裁
定
の
機
関
は
、
佐
藤
進
一
氏
の
推
定
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
さ
き
の
品
川
八
か
条
の
制
規
が
出
さ
れ
た
こ
ろ
立
案
計
画
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
間
、
政
情
の
変
化
が
あ
っ
て
、
東
使
は
直
ち
に
派
遣
さ
れ
て
は
い
な
い
。
四
月
四
日
、
時
宗
が
死
去
し
た
あ
と
嫡

男
の
貞
時
が
十
四
才
で
家
を
継
ぎ
、
七
月
、
父
の
お
と
を
つ
い
で
執
権
と
な
っ
た
が
、
そ
の
前
月
の
六
月
、
六
波
羅
南
方
北
条
時
国
が
幕
府
に
召

に
よ
る
と
、
「
依
日
来
悪
行
也
」
と
あ

つ
い
で
常
陸
に
流
さ
れ
、
十
月
、
同
地
で
諒
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「
将
軍
執
権
次
第
」

る
。
ま
た
同
年
八
月
ご
ろ
、
越
後
守
時
盛
の
子
息
時
光
と
満
実
法
師
の
「
陰
謀
」
が
露
顕
し
て
「
種
々
拷
訊
」
の
後
、
佐
渡
国
に
配
流
さ
れ
る

な
ど
の
政
変
が
あ
っ
問
。
ち
な
み
に
、
右
の
時
光
は
時
盛
の
子
で
あ
り
、
さ
き
の
時
国
は
時
盛
の
孫
で
あ
る
（
時
盛
｜
時
員
｜
時
国
〉
。
北
条

氏
の
中
の
時
盛
系
統
の
勢
力
が
、
弘
安
の
役
直
後
に
陶
汰
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
変
と
と
も
に
、
さ
ら
に
は
、
東
使
や
合
奉
行
に
す
る

守
護
の
人
選
、
問
機
関
の
執
務
内
容
の
検
討
な
ど
に
手
間
を
と
っ
た
と
み
え
、
実
際
に
東
使
派
遣
の
運
び
と
な
っ
た
の
は
、

「
新
編
追
加
」
所

さ
れ
、

収
の
次
の
史
料
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
年
十
｝
月
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。

同
一

鎮
西
為
宗
社
領
弁
名
主
職
事

為
尋
沙
汰
、
所
被
差
遣
御
使
者
也
、
子
細
被
載
事
書
塁
、
明
石
民
部
大
夫
行
宗
相
共
札
明
之
、
且
加
下
知
、
且
可
注
進
之
状
、
依
仰
執

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

二
二
七



鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

ニ
二
八

逮
如
件
、
弘
安
七
年
十
一
月
廿
五
日

陸s左2
奥蒔馬蒔〉権〉

守頭

ーい臼
1

ーい副
V

残
商
通
同
之
《
頼
泰
〉

大
友
兵
庫
入
道
殿

こ
れ
は
筑
前
・
肥
前
・
薩
摩
を
管
轄
す
る
明
石
行
宗
と
大
友
頼
泰
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
い
て
も
同
様
な
関
東
御
教
書
が
出
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
合
議
裁
定
機
関
に
つ
い
て
、
最
初
に
ま
と
ま
っ
た
考
察
を
加
え
た
の
は
石
井
良
助
氏
の
「
鎌
倉
時
代
の
裁
判
管
轄
」
（
『
法
学
協
会
雑
誌
』

五
七
巻
一

O
号
五
一
1
1
五
四
頁
、
昭
和
一
四
年
一

O
月
）
、
で
あ
る
が
、
こ
の
機
関
の
名
称
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
佐
藤
進
一
氏
は
関
係

史
料
を
博
捜
し
て
く
わ
し
い
考
察
を
加
え
、
こ
れ
に
「
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
」
と
命
名
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
、
当
時
の
史
料
に
は
、
こ
の
機
関

に
つ
い
て
の
名
称
は
見
出
し
得
な
い
。
筆
者
は
鎮
西
の
地
に
お
け
る
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
だ
と
い
う
内
容
を
考
慮
し
て
、
佐
藤
氏
の
命
名
さ
れ

た
も
の
の
上
に
鎮
西
を
冠
し
て
、
か
り
に
「
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
」
と
命
名
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
四
つ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
合
議
訴
訟
機
関
の
実
体
は
、
ほ
ぽ
明
ら
か
に
し
う
る
。
以
下
、
そ
の
実
体
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た

「
残
両
通
同
之
」
と
あ
る
か
ら
、
他
の
二
組
に

し、。
ま
子
、
そ
の
設
置
場
所
・
問
機
関
の
構
成
員
・

d
史
料
の
差
出
者
な
ど
に
つ
い
て
考
え
、
続
い
て
、
関
係
史
料
が
示
す
問
機
関
の
機
能
・
権

限
1

歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
機
関
が
博
多
に
お
か
れ
た
理
由
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。
そ
の
理
由

に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
博
多
が
那
津
の
古
代
以
来
、
大
陸
と
の
交
渉
の
門
戸
で
、
大
宰
府
の
外
港
と
し

て
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
。
今
－
つ
は
、
蒙
古
襲
来
を
機
と
し
て
博
多
が
異
国
防
禦
な
い
し
異
国
征
伐
計
画
の
拠
点
と
な
っ
た
こ
と
、

そ
の
た
め
に
、
九
国
の
武
士
た
ち
は
博
多
湾
沿
岸
の
地
域
を
国
別
に
分
担
し
て
石
築
地
を
築
造
し
、
定
期
的
に
警
固
役
を
勤
仕
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
異
国
響
固
番
役
の
実
体
は
ま
さ
に
博
多
暫
固
番
役
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
異
国
響
国
を
軸
に
し
て
、
そ
の
勤
仕
を
十
全
な
ら
し



め
る
た
め
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
勤
仕
の
場
こ
そ
、
必
要
な
措
置
を
執
行
す
る
機
闘
を
置
く
の
に
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ

し
い
こ
と
は
、
論
を
ま
つ
ま
で
も
な
い
。
蒙
古
襲
来
を
機
と
し
て
、
鎮
西
の
政
治
の
中
心
は
、
従
来
の
大
宰
府
か
ら
、
は
っ
き
り
博
多
に
移
行

し
た
の
で
あ
り
、
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
の
設
置
は
、
そ
の
こ
と
を
指
標
的
に
示
す
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
鎮
西
談
議
所
も
鎮
西
探
題
も
引

続
い
て
博
多
に
置
か
れ
た
。

次
に
、
こ
の
機
関
の
要
員
、
す
な
わ
ち
東
使
と
合
奉
行
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
任
命
さ
れ
た
の
か
を
述
べ
て
み
よ
う
。

夫
行
宗
に
つ
い
て
は
す
で
に
佐
藤
進
一
氏
の
指
摘
が
あ
る
（
二
八
九
頁
・
三

O
二
頁
）
。

正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
正
月
十
五
日
備
後
太
田
庄
文
書
申
出
目
録
の
裏
書
に

右
比
文
書
者
、
為
大
田
庄
桑
原
方
関
東
沙
汰
令
申
出
畢
、
而
正
応
三
年
六
月
三
日
、
和
泉
阿
関
梨
淵
信
御
山
退
出
、
同
七
月
廿
五
日
出
京
、

円
北
条
公
時
V

同
八
月
七
日
関
東
下
着
、
於
二
番
引
付
、
頭
人
尾
張
入
道
殿
、
為
明
石
民
部
大
夫
行
宗
奉
行
、
被
経
御
沙
汰
、
（
以
下
略
）

法
名
道
撃
、

と
み
え
、
近
衛
家
本
追
加
に

ご
ニ
九
四
）

一
直
被
聞
食
被
棄
置
輩
訴
訟
事
、
永
仁
二
十
二
二
評

内
矢
野
v

奉
行
豊
後
権
守
倫
景

明
石
民
部
大
夫
行
宗

不
可
有
御
沙
汰
之
由
、
先
日
難
被
定
法
、
永
止
後
訴
者
、
各
含
愁
欝
欺
、
企
越
訴
事
非
制
限
、

す
な
わ
ち
『
高
野
山
文
書
』

ま
ず
、
明
石
民
部
大

一
宝
簡
集
一
一
二
号
・

と
み
え
る
G

佐
藤
氏
の
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
史
料
と
し
て
は
、
平
川
文
書
五
号
年
月
日
欠
平
河
道
照
忠
仰
が
あ
る
。
同
申
状
に
は
永
仁
年
中
の

二
番
引
付
奉
行
と
し
て
明
石
民
部
大
夫
行
蓮
の
名
を
為
げ
、
非
勘
の
下
知
を
成
し
た
と
し
て
訴
え
元
亨
元
年
五
月
の
行
蓮
の
返
答
云
々
と
述
べ

て
い
る
。
行
蓮
は
明
石
行
宗
の
法
名
で
あ
り
、
引
付
と
し
て
元
亨
年
閉
ま
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
明
石
行
宗
は
鎮
西
特
殊
合

議
訴
訟
機
関
の
奉
行
人
を
経
た
あ
と
、
史
料
的
に
み
て
、
正
応
｜
元
亨
年
聞
に
わ
た
っ
て
、
関
東
（
二
番
）
引
付
奉
行
と
し
て
の
要
職
に
あ
り

活
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
寛
元
三
年
〈
一
二
四
五
）
十
月
六
日
条
以
後
弘
長
元
年
ハ
一
二
六
一
）

月
廿
日
条
に
わ
た
っ
て
関
東
引
付
奉
行

（
五
番
｜
一

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

二
二
九



鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

二
三
O

番
ー
五
番
）
と
し
て
明
石
左
近
将
監
兼
綱
が
み
え
る
。
明
石
行
宗
と
親
子
な
い
し
同
族
の
関
係
に
で
も
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
兼
綱
は
入
来
院

家
文
書
一
六
三
号
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
六
月
品
川
日
関
東
裁
許
状
に
も
奉
行
人
と
し
て
み
え
る
。
正
和
の
神
領
興
行
法
施
行
の
と
き
、
鎮

西
に
三
人
の
関
東
奉
行
人
が
下
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
の
明
石
長
門
介
盛
行
は
、
お
そ
ら
く
行
宗
の
子
か
、
そ
の
同
族
と
思
わ
れ
る
。
鎮
西

の
政
務
に
関
与
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
鎌
倉
幕
府
の
鎮
西
統
治
を
考
え
る
際
、
見
落
し
て
な
ら
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

長
田
左
衛
門
尉
教
経
に
つ
い
て
も
他
に
史
料
を
見
出
し
得
な
い
が
、
『
吾
妻
鏡
』
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
七
月
十
日
条
に
、
教
経
ら
の
勘

申
に
も
と
．
つ
い
て
雑
務
沙
汰
の
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
年
次
の
近
い
こ
と
、
実
名
の
同
じ
こ
と
、
幕
府
職
員
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

占
め
る
い
は
こ
の
教
経
は
長
田
教
経
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
長
田
教
経
は
、
雑
務
沙
汰
を
管
轄
し
雑
人
奉
行

を
指
揮
す
る
問
注
所
職
員
の
経
歴
を
も
つ
も
の
で
あ
勾
。
長
田
教
経
の
事
蹟
を
示
す
史
料
と
し
て
次
の
平
川
文
書
五
号
（
元
亨
二
年
）
平
河
道

照
申
状
が
あ
る
。

次
建
久
・
建
保
図
田
帳
、
承
久
・
暦
仁
目
録
雄
有
地
頭
所
見
、
文
永
相
論
之
時
不
進
覧
云
々
、
是
又
彼
図
田
帳
等
地
頭
所
見
、
御
沙
汰
御
及

（
彼
カ
〉

汰
了
、
而
披
帳
等
者
非
私
状
、
依
被
置
国
街
可
被
召
之
由
、
就
申
之
、
当
越
訴
之
刻
、
長
田
左
衛
門
尉
奉
行
之
時
、
仰
鎮
西
被
召
正
校
案

塁
、
の
長
田
左
衛
門
尉
跡
見
在
之
上
者
、
被
召
渡
彼
状
等
、
欲
蒙
御
成
敗
、
一
平

こ
の
箇
所
の
年
次
は
「
当
越
訴
之
刻
」
が
手
掛
り
と
な
る
。
こ
れ
は
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
七
月
三
日
の
関
東
下
知
状
が
平
河
良
貞
・
同

師
時
の
越
訴
を
裁
し
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
年
次
を
目
安
に
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
申
状
か
ら
長
田
教
経
が
鎮
西
訴
訟
を
管
掌

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
因
み
に
『
吾
妻
鏡
』
に
は
関
東
の
二
番
引
付
と
し
て
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
六
月
五
日
か
ら
弘
長
元
年

（
一
二
六
一
）
三
月
二
十
日
の
聞
に
長
田
広
雅
の
名
が
み
え
る
。
教
経
｜
広
雅
は
畏
田
氏
と
し
て
同
族
で
あ
ろ
う
か
。
兵
庫
助
三
郎
政
行
に
つ

い
て
は
、
他
に
傍
証
史
料
も
な
く
、
く
わ
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
同
人
と
関
係
の
あ
る
人
物
と
み
ら
れ
る
越
前
兵
庫
助
政
宗
が
お

以
下
、
建
長
年
聞
に
二
番
引
付
と

り
、
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）

し
て
み
え
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
正
月
十
六
日
、
二
番
引
付
・
右
筆
の
在
任
中
五
十
四
才
で
没
し
て
い
る
。
政
府
は
あ
る
い
は
こ
の
政
宗

十
二
月
廿
五
日
条
に
問
注
奉
行
人
と
み
え
る
の
を
初
見
と
し
、



の
後
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
定
さ
れ
る
（
佐
藤
・
二
八
九
頁
）
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
東
使
三
人
が
い
ず
れ
も
関
東
引
付
衆
の
家
に
出
自
す
る
も
の
で
あ
り
、
東
使
解
任
の
後
に
は
、
明
石
行
宗
の
よ
う
に
関

東
引
付
衆
と
し
て
の
活
動
の
明
証
を
残
す
も
の
も
お
り
、
他
の
二
人
も
同
様
な
地
位
・
職
掌
に
従
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
佐
藤
氏
の
よ
う
に
、

「
下
級
職
員
」
で
あ
っ
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
。

次
に
合
奉
行
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
武
藤
経
資
は
資
能
の
子
、
大
宰
府
の
執
行
、
大
宰
少
弐
。
文
永
十
二
年
ハ
一
二
七
五
）

初
頭
に
は
資
能
か
ら
三
前
二
島
の
守
護
職
を
相
伝
し
て
い
た
。
一
時
肥
後
守
護
と
な
っ
て
い
る
。
蒙
古
合
戦
期
か
ら
そ
の
戦
後
処
理
に
か
け
て
《回日

大
友
頼
泰
と
な
ら
び
も
っ
と
も
代
表
的
な
守
護
で
あ
っ
た
。
正
応
四
年
（
一
二
九
二
六
月
以
後
間
も
な
く
没
し
た
よ
う
で
あ
る
。
法
名
は
浄
恵
。

大
友
頼
泰
は
大
友
氏
三
代
目
の
家
督
で
あ
る
。
親
秀
の
嫡
子
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
二
月
に
は
豊
後
国
守
護
と
し
て
の
初
見
が
あ
り
、

一
時
筑
後
守
護
で
も
あ
っ
た
。
官
途
は
式
部
大
夫
｜
出
羽
権
守
｜
兵
庫
頭
を
経
て
い
る
。
正
安
二
年
〈
一
三

O
O）
九
月
十
七
日
に
没
し
た
と

伝
え
る
。
法
名
は
道
忍
。

安
達
盛
宗
は
泰
盛
の
子
。
蒙
古
合
戦
期
に
は
泰
盛
は
肥
後
守
護
で
、
盛
宗
は
そ
の
代
官
と
し
て
肥
後
に
下
向
し
、
同
国
御
家
人
の
統
轄
に
あ

た
っ
て
い
た
。
宮
崎
八
幡
宮
神
宝
記
裏
文
書
建
治
二
年
三
月
十
一
日
の
持
蓮
請
文
に
よ
れ
ば
こ
の
と
き
す
で
に
肥
後
守
護
代
で
あ
り
、
城
次
郎

と
称
せ
ら
れ
て
い
た
。
武
藤
景
資
と
と
も
に
蒙
古
合
戦
の
一
方
の
軍
事
指
揮
者
で
も
あ
り
、
そ
の
活
動
の
一
斑
は
『
竹
崎
季
長
絵
調
』
に
も
み

ら
れ
泊
。
盛
宗
の
父
泰
盛
は
外
様
御
家
人
の
代
表
で
、
と
く
に
蒙
古
合
戦
期
に
は
最
高
戦
略
指
導
者
で
あ
り
、
か
つ
御
恩
奉
行
と
し
て
戦
後
処

理
の
も
っ
と
も
重
要
な
任
務
に
つ
い
て
い
た
。
そ
の
子
盛
宗
の
政
治
的
地
位
の
重
み
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
通
例
の
守
護
代
を
も
っ
て
律
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
弘
安
八
年
三
二
八
五
）
十
一
月
の
岩
門
合
戦
で
武
藤
景
資
と
と
も
に
挙
兵
、
敗
死
し
、
そ
の
こ

と
を
大
き
な
理
由
と
し
て
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
は
廃
絶
す
る
。

こ
こ
で
、
鎮
西
の
三
守
護
（
守
護
代
）
が
合
奉
行
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
東
使
が
本
奉
行
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
般
的
に
は
本
奉
行
は
主
任
奉
行
と
し
て
訴
訟
の
審
理
を
掌
る
も
の
で
あ
り
、
合
奉
行
は
訴
訟
手
続
に
非
違
の
な
い
よ
う
、
こ
れ
を
監
査
す
る

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
〉

一一一一一



鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

一一一一一一

こ
と
を
職
掌
と
し
、
常
置
の
職
で
あ
る
。
こ
の
一
般
的
な
規
定
が
そ
の
ま
ま
こ
の
場
合
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
が
、

一
応
の
閏

安
に
は
な
る
。

d
史
料
の
差
出
者
「
尚
時
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
知
れ
る
史
料
が
な
い
。
時
の
字
が
つ
く
か
ら
北
条
氏
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
北
条
氏
関

係
の
系
図
類
に
は
尚
時
の
名
を
見
出
し
え
な
い
。
『
中
世
法
制
史
料
集
』
の
編
者
は
、
明
石
行
宗
に
対
し
て
「
の
進
之
候
」
と
書
き
止
め
て
い
る

点
か
ら
み
て
、
尚
時
が
そ
れ
程
地
位
身
分
の
高
い
者
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
か
つ
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
の
訴
訟
記
録
に
「
弘
長
三
年
四

月
八
日
御
内
談
、
同
五
月
（
中
略
）
裁
許
（
中
略
）
奉
行
人
尚
持
」
（
斉
民
要
術
裏
文
書
、
第
九
巻
）
と
あ
る
の
が
、
文
字
も
似
て
お
り
、
地

位
の
上
か
ら
も
ほ
ぼ
比
定
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
別
の
考
説
は
な
く
、
こ
の
意
見
に
従
っ
て

お
き
た
い
。
な
お
尚
持
に
つ
い
て
は
右
以
外
で
は
、
近
衛
家
本
追
加
一
一
一
の
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
十
月
以
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
諸
人

円
富
来
占
N
V

越
訴
事
に
「
自
五
番
引
付
、
以
尚
持
・
光
行
等
、
被
申
入
子
細
之
処
」
と
み
え
て
い
る
。
つ
ま
り
五
番
引
付
奉
行
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
事
書
が
「
寄
合
」
で
決
定
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
c

お
そ
ら
く
時
宗
の
死
（
四
月
四
日
没
）
の
直
後
を
う

け
た
得
宗
貞
時
臨
席
の
寄
合
で
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
得
宗
貞
時
は
幼
少
で
あ
る
か
ら
、
得
宗
被
官
の
上
首
平
頼
綱
や
時
宗
の
男

で
御
家
人
勢
力
の
代
表
者
と
で
も
い
う
べ
き
安
達
泰
盛
ら
の
領
導
に
よ
る
「
寄
ム
己
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
下
関
係
史
料
の
本
文
を
検
討
し
、
問
機
関
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

同
ー
①
の
「
九
国
社
領
止
申
乙
人
売
買
、
如
旧
可
致
沙
汰
事
」
は
何
の
「
鎮
西
為
宗
神
領
事
」
に
具
体
化
さ
れ
、
川
l
＠
の
「
鎮
西
九
国
名

主
、
可
被
成
御
下
文
事
」
は
同
の
コ
名
主
職
事
条
々
」
の
「
事
書
」
に
具
体
化
さ
れ
て
お
り
、
同
の
「
鎮
西
為
宗
社
領
弁
名
主
職
事
」
の

「
事
書
」
は
、
右
の
同
と
同
を
さ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
同
の
な
か
に
「
云
社
領
云
名
主
」
と
あ
る
の
は
、
同
・
同
の
事
書
を
、
い
っ
そ

う
簡
略
化
し
た
表
現
で
あ
る
。
弘
安
九
年
の
鎮
西
談
議
所
が
「
一
鎮
西
神
領
井
名
主
等
の
所
領
の
事
」
に
つ
い
て
「
日
来
の
如
く
相
違
無
く

各
領
掌
す
ベ
し
」
（
新
編
追
加
二
五
八
）
と
い
う
幕
命
を
任
務
の
骨
子
と
し
て
お
り
、
弘
安
七
年
の
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
の
任
務
内
容
を

継
承
し
て
い
る
点
、
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。



ま
ず
同
の
本
文
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
ο

制
条
文
の
趣
旨
は
、
鎮
西
の
主
要
な
神
社
領
を
、
甲
乙
人
等
が
泊
却
質
券
の
地
だ
と
称
し

て
み
だ
り
に
管
領
す
る
の
を
禁
止
し
、
知
行
が
年
序
を
経
て
い
て
も
も
と
の
神
社
に
返
付
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
要
す
る

に
、
鎮
西
の
主
要
神
社
領
に
は
年
紀
法
を
適
用
し
な
い
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
神
社
領
に
年
紀
法
を
適
用
し
な
い
事
例
は
、
す
で
に
『
吾
妻
鏡
』

嘉
輔
元
年
（
一
二
三
五
）
十
二
月
十
一
日
条
の
字
佐
宮
の
場
合
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
、
神
領
に
年
紀
法
を
適
用
し
な
い
と
い
う
規
定
が
、
鎮
西

の
み
な
ら
ず
全
国
的
に
一
般
化
さ
れ
る
の
は
、
石
井
良
助
氏
の
考
証
に
よ
る
と
、
弘
安
八
年
二
月
廿
八
日
以
後
、
同
年
九
月
十
八
日
以
前
の
聞

で
あ
る
と
い
う
。
他
に
さ
き
が
け
、
鎮
西
の
地
に
お
い
て
、
宇
佐
宮
の
み
な
ら
ず
他
の
主
要
な
神
社
に
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
の
は
、

い
う
ま
で

も
な
く
蒙
古
襲
来
を
機
に
、
異
国
降
伏
の
宗
教
的
機
能
を
異
国
防
御
の
直
接
地
と
し
て
他
地
域
以
上
に
期
待
し
、

こ
れ
に
対
す
る
一
種
の
報
奏

と
し
て
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
武
家
法
に
お
け
る
年
紀
法
は
所
領
関
係
訴
訟
の
整
理
上
良
好
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
『
御
成
敗
式
目
』

に
成
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
神
社
領
（
な
い
し
仏
寺
領
）
に
年
紀
法
を
適
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
は
、
武
家
法
の
た
て
ま
え

か
ら
い
え
ば
整
斉
を
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
紛
議
の
種
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

同
に
「
或
帯
康
元
前
後
下
知
」
と
あ
り
、
同
ー
③
に

「
御
成
敗
式
目
追
加
」
に
い
う
、

「
次
康
元
以
後
下
知
状
事
」

と
あ
る
の
は
、

佐
藤
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、

直
接
に
は

自
寛
元
々
年
至
康
元
々
年
御
成
敗
事
文
永
八
八
十
評

右
、
於
自
今
以
後
者
、
准
三
代
将
軍
弁
二
位
家
御
成
敗
、
不
及
改
沙
汰
突

を
さ
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
不
易
法
が
康
元
以
前
の
下
知
状
に
つ
い
て
自
動
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
か
ら
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
ま
で
の
十
三
年
間
の
執
権
は
北
条
経
時
｜
時
頼
で
あ
り
、
時
頼
の
執
権
期
聞
は
寛

元
四
年
（
一
二
四
六
）
三
月
か
ら
康
元
元
年
十
一
月
ま
で
で
、
本
条
の
適
用
が
主
と
し
て
時
頼
の
執
権
期
聞
を
さ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

A

担》

ち
な
み
に
康
元
元
年
以
後
弘
安
七
年
ま
で
の
成
敗
が
不
易
法
化
す
る
の
は
（
第
四
回
）
正
応
三
年
（
一
二
九
O
）
九
月
廿
九
日
で
あ
る
。

そ
こ
で
刷
の
＠
「
或
帯
康
元
前
後
下
知
、
或
雄
経
知
行
年
序
、
為
泊
却
質
券
地
之
条
、
無
異
儀
者
、
可
沙
汰
之
」
の
意
味
を
確
定
し
て
お
か
ね

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

一一
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鎮
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四

ば
な
ら
ぬ
。
ま
ず
第
一
に
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
箇
所
と
同
じ
く
川
の
＠
「
甲
乙
人
等
、
称
泊
却
質
券
之
地
、
狸
管
領
之
由
、
有
其
問
、
尋

明
子
細
、
如
旧
為
被
返
付
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
く
治
却
質
券
地
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
が
、
規
定
さ
れ
て
い
る
内
容
の
異
同

如
何
の
問
題
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
＠
は
鎮
西
の
主
要
神
領
に
お
け
る
甲
乙
人
の
泊
却
質
券
地
の
管
領
を
止
め
て
、
神
社
に
返
付
さ
せ

た
も
の
で
あ
り
、
＠
は
不
易
法
と
年
紀
法
の
適
用
を
う
け
る
も
の
で
も
治
却
質
券
地
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
れ
ば
、
神
社
に
返
付
せ
よ
、
と

規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
適
用
対
象
を
身
分
で
い
え
ば
、
④
が
甲
乙
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
＠
は
御
家
人
で
あ
る
。
鎮
西
の
主
要
な
神
領
の
柑

却
質
券
地
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
人
で
も
御
家
人
で
も
返
付
す
べ
き
で
あ
る
と
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
か
さ
ね
て
い
え
ば
、
こ
の
規
定
は
、
神
社

に
対
す
る
泊
却
質
券
地
の
回
復
を
令
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
蒙
古
合
戦
に
際
し
て
の
鎮
西
各
社
の
異
国
降
伏
の
祈
祷
に
対
す

る
報
奏
で
あ
る
。

次
に
凶
の
コ

同
｜
①
は
、
文
意
と
し
て
の
疑
問
は
、
ま
ず
無
い
。
当
該
の
鎮
西
御
家
人
で
、
白
ら
御
家
人
役
を
勤
め
、
そ
れ
に
対
す
る
守
護
人
の
証
明
書

な
ど
を
も
っ
て
お
れ
ば
、
名
主
職
は
安
堵
す
る
、
た
だ
し
御
家
人
以
外
の
凡
下
の
輩
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

同
｜
＠
「
次
不
知
行
過
廿
箇
年
者
、
同
前
〔
不
及
沙
汰
〕
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
。
端
的
に
い
っ
て
、
不
知
行
二
十
か
年

名
主
職
事

条
々
」
に
つ
い
て
、
各
条
に
わ
た
り
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

を
過
ぎ
れ
ば
、
名
主
職
安
堵
の
沙
汰
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
意
で
あ
る
。
本
文
の
規
定
が
取
得
時
放
を
示
す
も
の
か
、
消
滅
時
放
を
示
す
も

の
で
あ
る
か
な
ど
は
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
実
態
と
し
て
、
当
知
行
者
を
本
主
か
ら
ま
も
る
効
果
を
た
も
ら
す
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

こ
の
規
定
は
、
年
紀
の
制
を
定
め
た
『
御
成
敗
式
目
』
第
八
条
の
、

一
雄
帯
御
下
文
、
不
令
知
行
、
経
年
序
所
領
事
、
右
、
当
知
行
之
後
、
過
二
十
箇
年
者
、
任
右
大
将
家
之
例
、
不
論
理
非
、
不
能
改
替
、
而

申
知
行
之
由
、
掠
給
御
下
文
輩
、
雄
帯
彼
状
、
不
能
叙
用
実
、

を
追
う
も
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
同
条
の
「
当
知
行
」
の
文
字
が

「
不
知
行
」

の
改
ざ
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

事
4

昔
、
と
内
容

と
の
不
整
合
、

『
御
成
敗
式
目
』
制
定
後
十
一
年
を
経
た
香
取
文
書
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
九
月
廿
五
日
関
東
下
知
状
所
引
の
右
当
該
条
文



が
不
知
行
と
あ
る
こ
と
、
御
成
敗
式
自
の
最
古
の
写
本
で
あ
る
菅
孝
次
郎
氏
蔵
本
（
鎌
倉
末
、
室
町
初
）
以
下
「
当
知
行
」
と
な
っ
て
い
る
け

A
M》

れ
ど
も
、
右
下
知
状
を
信
滋
す
べ
き
で
あ
っ
て
魯
魚
の
誤
り
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
等
々
の
理
由
を
か
か
げ
る
石
井
良
助
氏
の
意
見
が
あ
る
。
同

氏
は
ま
た
、
不
知
行
年
紀
は
早
く
か
ら
当
知
行
年
紀
｜
知
行
継
続
二
十
年
に
よ
る
取
得
時
数
ー
と
同
視
さ
れ
、
当
知
行
二
十
年
の
思
想
が
流
布

《括》

と
説
い
て
お
ら
れ
る
。

す
る
に
つ
れ
、

『
御
成
敗
式
目
』
の
不
知
行
が
い
つ
の
間
に
か
当
知
行
に
書
き
改
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、

同
l
＠
の
「
次
康
元
以
後
下
知
状
事
、
不
過
廿
箇
年
者
、
不
可
依
彼
状
、
可
安
堵
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
康
元
以
後
と
い
う
い
い

方
が
康
元
以
前
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
康
元
以
前
と
い
え
ば
、
同
と
も
関
連
し
、
前
述
の
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

八
月
十
日
の
、
寛
元
元
年
｜
康
元
元
年
の
成
敗
を
不
易
法
化
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
の
意
味
は
、
弘
安
七
年
の
段
階
で
不
易
法

化
さ
れ
て
い
な
い
成
敗
（
下
知
状
）
に
つ
い
て
は
、
当
知
行
二
十
か
年
を
過
ぎ
て
い
な
け
れ
ば
名
主
職
は
安
堵
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
同
｜
④
の
文
意
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
名
主
職
安
堵
の
下
文
を
得
て
も
、
領
家
地
頭
得
分
以
下
の
所
務
は
先
例

の
と
お
り
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
ー
⑤
の
「
公
文
・
田
所
以
下
所
職
」
と
い
う
の
は
庄
園
の
正
官
職
の
こ
と
で
あ
る
。
東
寺
領
播
磨
国
矢
野
庄
で
は
公
文
・
田
所
・
惣
追
捕

使
を
三
職
と
い
っ
て
い
る
ο

公
文
は
庄
園
の
文
筆
・
算
数
の
こ
と
を
掌
り
、
役
料
と
し
て
公
文
給
を
給
さ
れ
、
職
掌
に
ふ
さ
わ
し
い
文
料
が
給
さ
AEV 

れ
て
い
る
例
が
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
九
月
の
高
野
山
領
備
後
太
田
圧
で
み
ら
れ
る
。
「
沙
汰
未
練
書
」
は
「
地
頭
領
家
進
止
職
」
と
し
て
い
る
。

鈴
木
国
広
氏
は
論
文
「
「
惣
地
頭
職
」
成
立
の
歴
史
的
前
提
l
平
安
末
期
、
国
街
支
配
機
構
の
変
質
過
程
l
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
四
号
、

昭
和
四
五
年
九
月
）
で
、
平
安
時
代
に
お
け
る
在
地
有
力
者
の
考
察
を
お
こ
な
い
、
九
｜
十
一
世
紀
中
頃
は
一
応
「
書
生
」
の
時
代
、
十
一
世

紀
中
頃
｜
十
二
世
紀
は
反
対
に
「
公
文
」
の
登
場
の
極
め
て
顕
著
な
段
階
と
し
て
、
警
生
か
ら
公
文
へ
の
変
化
を
あ
と
ず
け
、
そ
の
職
掌
を
明

ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
田
所
は
検
注
・
収
納
な
ど
に
際
し
て
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
代
官
に
相
副
う
て
こ
れ
を
た
す
け
、
ま
た
年
貢
の
散

用
状
・
送
文
な
ど
に
判
形
を
加
え
る
な
ど
の
職
掌
を
つ
か
さ
ど
る
。
凶
｜
⑥
の
文
意
は
、
関
東
・
六
波
羅
で
と
り
扱
っ
て
い
る
訴
訟
に
つ
い
て

は
、
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
で
調
査
す
る
必
要
は
な
い
、
未
断
の
事
に
つ
い
て
は
札
明
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

二
三
五
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二
三
ム
ハ

同
ー
⑦
も
、
賛
言
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
地
頭
職
、
名
主
職
の
閥
所
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
子
細
を
守
護
人
に
尋
問
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
閥
所
地
の
処
分
権
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
幕
府
が
一
元
的
に
掌
握
し
て
い
た
。
闘
所
地
に
対
す
る
御
家
人
の
要
求
は
き
わ
め
て
強
く
、
農
家

古
合
戦
直
後
の
こ
の
時
点
で
は
、
そ
の
要
求
は
一
段
と
激
し
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の
時
代
は
、
閥
所
地
出
現
の
機
会
は
稀
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の

要
求
の
激
し
さ
に
比
較
し
て
そ
の
実
現
の
度
合
は
相
対
的
に
低
か
っ
た
。
幕
府
は
守
護
を
通
じ
て
、
そ
の
要
求
の
根
拠
が
明
ら
か
で
至
当
で
あ

る
と
判
定
す
れ
ば
、
一
定
程
度
、
そ
の
要
求
を
認
め
た
。
幕
府
は
、
鎮
西
の
場
合
、
守
護
を
通
じ
て
そ
の
調
査
を
お
こ
な
う
よ
う
鎮
西
特
殊
合

議
訴
訟
機
関
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
規
定
は
、
鎮
西
守
護
の
閥
所
地
処
分
手
続
き
に
関
す
る
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
閥
所
地
処
分
権
は
幕
府
が
一
元

的
に
掌
揮
し
て
お
り
、
守
護
の
閥
所
地
押
領
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
。
鎮
西
の
場
合
、
関
所
地
処
分
手
続
き
に
守
護
を
関
与
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い

つ
ま
り
こ
の
規
定
を
、
鎮
西
守
護
が
本
来
的
に
有
し
て
い
た
特
殊
権
限
の
成
文
化
だ
と
解

こ
の
規
定
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
闘
所
地
処
分
手
続
き
に
守
護
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
解
す
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蒙
古
襲
来
に
そ
な
え
、
そ
の
前
後
の
過
程
で
と
ら
れ
た
幕
府
の
鎮
西
守
護
に
対
す
る
異
国
防
御
の
た
め
の
権
限

強
化
の
施
策
を
考
え
る
と
、
こ
の
規
定
も
ま
た
そ
の
一
環
で
為
っ
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
規
定
は
蒙
古
合
戦
の
戦
功
認
定
作
業
の

進
行
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
鎮
西
守
護
が
本
来
的
に
有
し
て
い
た
特
殊
権
限
の
追
認
・
成
文
化
と
い
う
よ
り
、
異
国
防
御
の
措
置
の
一
環

て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
る
か
、
あ
る
い
は
、

と
し
て
鎮
西
守
護
に
認
め
た
権
限
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
弘
安
三
年
（
一
二
八
O
）
十
二
月
八
日
、
幕
府
が
、
守
護
と
御
家
人
が
「
所
務
の
《回日

相
論
」
「
検
断
の
沙
汰
」
に
つ
い
て
不
和
で
あ
る
こ
と
を
戒
め
、
防
戦
の
忠
を
存
す
べ
き
こ
と
を
令
違
さ
せ
て
い
る
の
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

鎮
西
の
守
護
は
、
こ
う
し
て
認
め
ら
れ
た
権
限
を
さ
ら
に
拡
充
強
化
し
て
閥
所
地
処
分
権
そ
の
も
の
の
獲
得
を
実
現
す
る
。
そ
れ
が
い
つ
で
あ

っ
た
か
、
時
期
を
画
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
す
で
に
南
北
朝
初
期
に
は
、
武
藤
・
大
友
等
の
最
有
力
守
護
に
閥
所
地
処
分
権
が
み
ら
れ
る
。

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
問
、
小
鹿
島
文
書
年
月
日
欠
（
後
欠
）
橘
薩
摩
公
康
陳
状
に

次
罪
科
跡
、
惣
地
頭
知
行
由
事
虚
誕
也
、
奉
閣
守
護
御
方
、
争
公
義
可
令
知
行
罪
科
人
跡
哉
、
随
而
依
押
領
之
処
公
義
（
後
欠
）



と
あ
る
の
は
、
本
条
に
適
合
す
る
直
接
関
係
史
料
で
あ
る
。
鎮
西
守
護
の
閥
所
地
処
分
手
続
上
の
介
入
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
鎮
西
守

護
の
閥
所
地
処
分
権
掌
握
へ
の
深
ま
り
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
闘
所
地
給
与
の
実
権
者
は
、
幕
府
か
ら
守
護
へ
と
移
行
す
る
。
と

も
あ
れ
、
本
条
の
規
定
が
、
幕
府
の
闘
所
地
処
分
の
一
元
的
掌
握
の
た
め
の
手
続
き
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
問
機
関
は

幕
府
と
守
護
と
の
中
間
に
あ
っ
て
幕
府
の
閥
所
地
処
分
権
掌
援
の
た
め
の
機
関
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

注
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
二
五
O
l二
五
二
一
員
。
昭
和
三
O
年一

O
月
岩
波
書
店
。
符
号
、
数
字
は
行
論

の
便
宜
上
、
筆
者
が
付
し
た
も
の
。

（
2
）
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
二
八
七
頁
。
畝
傍
書
房
、
昭
和
一
八
年
四
月
。
以
下
、
本
書
の
引
用
は
頻
繁
な
の
で
、
引
用
の
際
は
、
本

書
の
頁
数
を
本
文
中
に
記
す
。

（3
）
網
野
善
彦
「
鎌
倉
末
期
の
諸
矛
盾
」
（
『
講
座
日
本
史
』

3
四
O
頁
、
昭
和
四
五
年
七
月
、
東
京
大
学
出
版
会
。
）

（4
〉
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
二
五
七
頁
。

（5
）
右
同
書
二
六
ニ

l
二
六
三
頁
。

（6
）
坂
口
忠
智
氏
所
蔵
文
書
弘
安
八
年
ハ
一
二
八
五
）
十
二
月
十
八
日
千
葉
宗
胤
害
状
に
よ
る
と
、
大
隅
国
御
家
人
佐
多
定
親
は
、
安
達
盛
宗
の
騒
ぎ
が
あ

っ
た
と
き
、
丁
度
訴
訟
の
た
め
に
博
多
に
い
た
。
問
機
関
の
設
置
場
所
が
博
多
で
あ
る
乙
と
を
示
す
一
事
例
で
あ
る
。

『
群
書
類
従
』
第
三
輯
二
八
O
頁
、
そ
の
他
「
北
条
九
代
記
」
、
「
尊
卑
分
脈
」
等
。

「
北
条
九
代
記
」
下
（
『
続
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
上
回
三

O
頁〉。

『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
二
六
六
頁
。

石
井
良
助
「
鎌
倉
時
代
の
裁
判
管
轄
」
（
『
法
学
協
会
雑
誌
』
五
七
巻
一

O
号
）
に
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
三
九
三
頁
。

『
熊
本
県
史
料
』
中
世
篇
第
三
の
推
定
の
よ
う
に
、
本
・
甲
状
は
元
亨
二
年
三
三
二
ニ
）
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
永
仁
三
年
記
」
閏
二
月
十
二
日
条
に
は
、
「
明
石
民
部
二
郎
通
新
」
と
あ
り
、
ま
た
別
に
、
明
石
彦
次
郎
の
名
も
み
え
る
。

（

1
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（加）
ハロ〉
ハロ）
（臼）

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

二
三
七



鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
〉

二
三
八

（
日
）
雑
人
奉
行
に
つ
い
て
は
佐
藤
進
一
氏
前
掲
書
三
八
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
日
）
『
熊
本
県
史
料
』
中
世
篇
第
三
。

（
団
）
川
添
昭
二
「
鎌
倉
時
代
の
筑
前
守
護
」
（
『
日
本
歴
史
』
ニ
七
四
号
、
昭
和
四
六
年
三
月
）
。

（
げ
）
絵
－
二
・
秋
田
城
次
郎
首
実
検
の
図
。

（
凶
）
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
三
九
八
頁
。

（m
M
）
右
同
書
二
四
二
一
貝
。
佐
藤
氏
前
掲
書
一
八
九
頁
。

（
加
）
佐
藤
進
一
「
鎌
倉
幕
府
政
治
の
専
制
化
に
つ
い
て
」
（
竹
内
理
三
編
『
日
本
封
建
制
成
立
の
研
究
』
一
三
二
頁
、

〈
幻
）
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
二
三

O
頁。

（
沼
）
幕
府
の
出
し
た
不
易
法
と
し
て
は
、
金
四
田
中
、
第
三
回
自
に
な
っ
て
い
る
（
佐
藤
氏
『
訴
訟
』
一
八
O
頁
〉
。
し
か
し
実
際
に
は
康
元
元
年
（
一
二

五
六
）
以
前
の
全
判
決
を
不
易
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
お
）
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
二
八
三
頁
。

（
川
品
〉
石
井
良
助
『
日
本
不
動
産
占
有
論
』
一

O
四
l
一
O
七
頁
。
昭
和
二
七
年
五
月
、
創
文
社
。

（
お
）
石
井
氏
の
説
に
対
し
て
は
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
三
七
九
頁
、
岩
波
日
本
思
惣
大
系
『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
上
l
四
三
一
頁
参
照
。

（
m
m
）
河
出
書
房
一
「
日
本
歴
史
大
辞
典
』
公
文
給
の
条
参
照
。

（
幻
）
大
友
文
書
弘
安
三
年
十
二
月
八
日
大
友
綴
泰
宛
関
東
御
教
書
案
。

（
お
）
笠
松
宏
至
「
中
世
関
所
地
給
与
に
関
す
る
一
考
察
」
（
石
母
国
正
・
佐
藤
進
一
一
編
『
中
世
の
法
と
国
家
』
四
四
二
頁
、

出
版
会
）
。

昭
和
三
O
年
二
月
、
吉
川
弘
文
館
）
。

昭
和
三
五
年
三
月
、

墓
尽
大
学

二
、
近
衛
家
本
追
加
・
条
々

こ
の
機
関
の
設
置
期
間
中
、
こ
の
機
関
の
任
務
を
含
め
、
幕
府
の
鎮
西
統
治
に
関
す
る
施
策
を
示
す
「
条
々
」
が
「
近
衛
家
本
追
加
」
に
収

ま
っ
て
お
り
、
幕
府
の
政
策
・
実
施
の
過
程
に
お
い
て
こ
の
機
関
の
性
格
を
み
よ
う
と
す
る
の
に
は
、

の
全
文
を
引
用
す
る
。

ま
さ
に
好
個
の
史
料
で
為
る
。
次
に
そ

条
々



(1) 

可
被
崇
敬
仏
神
事

九
州
為
宗
寺
社
、
破
壊
以
下
所
、
遂
検
見
、
且
可
令
注
進
損
色
之
由
、
所
被
仰
使
者
也
、
包
於
遠
所
者
、
使
者
検
見
為
難
治
者
、
可
計

沙
汰
、

(2) 

香
椎
社
造
営
事

筑
前
国
恰
土
庄
為
料
所
可
造
営
之
由
、
被
定
下
年
紀
之
処
、
子
今
不
終
功
云
々
、
云
米
作
之
分
限
、
云
当
社
之
所
出
、
可
尋
注
進
、

(3) 

肥
前
国
河
上
社
事

（
未
遂
カ
〉

如
高
木
伯
奮
彦
六
家
定
代
申
状
者
、
当
国
段
米
被
寄
付
之
処
、
或
奉
行
人
借
用
、
或
領
主
米
借
問
、
有
名
無
実
云
々
、
伯
云
借
用
云
未

進
、
惜
徴
納
之
、
急
速
可
令
造
之
、

ω一
城
郡
事

〈
於
カ
〉
次
岩
問
弁
宰
府
構
城
山
明
之
条
、
為
九
州
官
軍
、
可
得
其
構
云
々
、
早
為
領
主
等
之
沙
汰
、
可
致
其
構
云
々
、

問
一
寄
役
所
致
自
由
合
戦
事

縦
雄
抜
群
之
忠
、
不
可
被
行
其
賞
、
所
詮
随
大
将
命
可
令
進
退
由
、
厳
密
可
被
相
触
九
州
守
護
弁
御
家
人
以
下
輩
也
、

(6) 

兵
粧
米
事

先
々
下
行
無
其
実
欺
、
殊
加
談
議
可
令
注
進
、

警
固
結
香
事

（マ）(8) 

為
諸
人
煩
費
基
之
由
、
有
其
聞
、
何
同
前
、

兵
船
事

海
上
合
戦
、
更
不
可
有
其
刺
欺
、
間
前
、

大
隅
日
向
両
国
役
所
今
津
後
浜
事

(9) 

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

ニ
三
九

（
川
添
）



鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）門
可
脱
カ
》

先
度
難
除
之
、
為
要
海
云
々
、
如
元
警
園
、

引
付
記
録
当
日
可
令
書
事

二
四
O

(1.0) 帥
一
泊
却
地
事

於
不
載
国
名
字
於
証
文
之
地
者
、
札
返
本
銭
、
可
令
進
退
地
主
也
、

ま
ず
、
こ
の
「
条
々
」
が
出
さ
れ
た
年
次
、
各
項
目
の
意
味
お
よ
び
関
連
事
実
に
つ
い
て
述
べ
、

次
に
、
こ
の
「
条
々
」
を
内
容
的
に
部
類

分
け
を
し
て
誰
に
あ
て
て
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
、
そ
の
論
証
を
通
じ
て
、
こ
の
機
関
の
歴
史
的
な
性
格
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

右
の
条
々
が
、
こ
の
機
関
の
設
置
期
間
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
証
は
、
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
の
補
註
町
で
、
す
で
に

な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
「
条
々
」
の
第
一
条
が
弘
安
七
年
三
二
八
四
）
十
一
月
二
十
五
日
の
「
鎮
西
為
宗
社
領
弁
名
主
職
」
と
関

連
し
、
第
十
一
条
が
、
右
同
条
お
よ
び
、
（
弘
安
七
年
）
九
月
十
日
の
「
名
主
職
事
条
々
」
の
実
施
に
関
す
る
規
定
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
第

四
か
ら
第
九
に
至
る
諸
条
が
異
国
警
固
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
諸
点
に
よ
っ
て
、
弘
安
七
年
十
一
月
幕
府
が
明
石
行
宗
ほ
か
二
名

の
奉
行
を
鎮
西
に
派
遣
し
て
鎮
西
社
領
興
行
の
事
お
よ
び
名
主
職
の
事
を
執
行
さ
せ
た
当
時
と
推
定
し
、
第
四
条
「
城
櫛
事
」
は
弘
安
八
年
十

－
月
の
岩
門
合
戦
以
前
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
弘
安
七
年
十
一
月
｜
同
八
年
十
一
月
の
聞
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
岩
門
合
戦
後
、
岩
門
と
宰
府
の
城
郡
を
整
備
す
る
よ
う
領
主
等
に
命
じ
さ
せ
た
と
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が

第
一
条
お
よ
び
第
十
一
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
右
同
書
の
見
解
の
と
お
り
だ
と
考
え
ら
れ
、
必
然
的
に
こ
の
「
条
々
」
が
こ
の
機
関
の
設
置
期
間

中
の
も
の
と
推
断
さ
れ
る
か
ら
、
第
四
条
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
解
釈
も
お
の
ず
か
ら
否
定
さ
れ
、
右
同
書
の
推
論
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

次
に
各
項
目
の
意
味
お
よ
び
関
連
事
実
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

ωの
社
寺
興
行
は
朝
廷
・
幕
府
の
政
道
興
行
の
第
一
に
掲
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
朝
廷
で
は
代
々
の
公
家
新
制
の
冒
頭
に
掲
げ
幕
府
で
は

『
御
成
敗
式
目
』
第
一
条
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
の
関
東
新
制
冒
頭
な
ど
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
社
寺
興
行
の
法
的
表
現
が
類
型
的
で
、
い

わ
ぱ
超
歴
史
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
飾
と
し
て
片
付
け
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
祇
・
仏
法
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
武
士
・
農
民



の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
収
束
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
条
は
と
く
に
蒙
古
再
襲
の
危
機
感
の
な
か
で
の
指
示
で
あ
る
と
こ
ろ

に
特
殊
性
を
も
っ
。

倒
の
香
椎
宮
の
造
営
関
係
史
料
は
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
〉
六
月
廿
目
、
筑
前
香
雄
社
前
大
宮
司
公
友
が
、
造
替
選
宮
の
儲
を
抑
留
し
た

た
め
、
源
頼
朝
が
こ
れ
を
追
却
し
た
と
い
う
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
以
後
し
ば
ら
く
見
当
た
ら
ず
、
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
十
一
月
廿
七
日
、

大
宰
府
に
香
椎
宮
造
立
の
官
符
が
下
さ
れ
て
い
る
（
石
清
水
文
書
）
。
本
規
定
は
、
こ
の
官
符
に
直
接
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
友
文
書

永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）
五
月
廿
二
日
鎮
西
下
知
状
に
よ
れ
ば
、
香
椎
大
宮
司
側
か
ら
す
る
と
「
当
庄
者
姉
祉
枇
詩
、
為
造
営
料
所
、
致
社

家
所
務
之
問
、
名
主
等
中
訴
訟
出
来
之
時
、
令
取
沙
汰
之
条
、
先
例
也
」
と
い
わ
れ
、
大
宮
司
氏
盛
は
同
庄
重
松
名
内
の
団
地
を
押
領
し
た
と

同
名
々
主
か
ら
訴
え
ら
れ
、
氏
盛
の
押
領
は
止
む
べ
し
と
の
鎮
西
探
題
の
裁
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。

同
仰
の
高
木
氏
は
肥
前
国
随
一
の
豪
族
で
あ
る
。
藤
原
姓
高
木
氏
が
た
し
か
な
史
料
に
み
え
る
の
は
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
か
ら
で
あ
る
。

肥
前
国
衝
の
所
在
地
に
隣
接
す
る
佐
嘉
郡
深
溝
北
郷
甘
南
備
を
本
拠
と
し
、
千
員
名
を
は
じ
め
郡
内
各
地
に
多
く
の
所
領
を
も
っ
て
い
た
。
鎌

倉
初
期
、
大
宰
大
監
・
肥
前
国
押
領
使
の
明
証
が
み
与
え
る
。

こ
の
こ
と
は
公
的
に
武
力
機
構
を
駆
使
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
そ
れ
は
高
木
氏
の
在
地
領
主
制
拡
充
の
横
梓
と
な
っ
た
。

源
平
争
乱
期
に
は
平
氏
方
に
与
同
す
る
在
地
勢
力
に
対
抗
し
て
源
氏
方
に
く
み
し
（
龍
造
寺
文
書
参
照
）
、
鎌
倉
幕
府
の
出
現
と
と
も
に
、
従

前
か
ら
の
所
領
所
職
を
頼
朝
か
ら
安
堵
さ
れ
御
家
人
と
な
っ
た
。
肥
前
国
衝
に
占
め
る
地
位
お
よ
び
神
崎
庄
々
官
で
あ
る
こ
と
を
利
し
て
肥
前

一
宮
河
上
社
座
主
職
を
競
望
し
、
高
木
家
直
は
河
上
社
大
宮
司
に
な
っ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
そ
の
活
動
は
知
ら
れ
、
と
く
に
史
料
的

に
は
、
使
節
と
し
て
の
事
蹟
が
知
ら
れ
る
。
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
高
木
伯
奮
三
郎
、
高
木
肥
前
入
道
高
明
、
高
木
伊
賀
守
な
ど
の
活
動
が
若

干
知
ら
れ
る
が
、
以
後
ほ
と
ん
ど
史
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。
南
北
朝
期
を
境
い
に
、
高
木
氏
は
そ
の
宗
家
で
は
な
く
、
一
族
の
龍
造
寺
氏
が
肥

前
国
で
勢
力
を
た
く
わ
え
、
戦
国
期
で
は
同
氏
以
外
の
高
木
氏
の
行
動
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
い
。
そ
の
一
族
は
肥
前
国
の
み
な
ら
ず
、
筑
後

国
に
多
く
繁
延
し
、
草
野
氏
を
は
じ
め
吉
田
・
北
野
氏
な
ど
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

鎮
西
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殊
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訴
訟
機
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高
木
氏
の
系
譜
を
正
し
く
複
原
す
る
こ
と
は
、
現
存
の
史
料
で
は
無
理
で
あ
る
。
伯
岩
国
彦
六
家
定
を
高
木
氏
の
系
譜
上
に
位
置
付
け
る
こ
と

も
困
難
で
あ
る
。
家
の
字
を
称
し
て
い
る
か
ら
高
木
氏
の
宗
家
に
位
す
る
も
の
の
よ
う
で
為
る
。
高
木
氏
で
伯
雪
氏
を
名
乗
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
河
上
宮
古
文
書
写
一
三
号
元
徳
四
年
（
一
三
三
二
）
正
月
日
河
上
社
雑
掌
邦
重
陳
状
写
が
あ
り
、
家
底
の
先
祖
伯
脅
守
家
朝
（
法
名
迎
西
）

お
よ
び
家
直
の
父
伯
嘗
六
郎
経
貞
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
同
二
一
号
正
平
九
年
（
一
三
五
四
）
六
月
日
座
主
増
成
河
上
社
神
役
対
揮
免
田

畠
等
注
文
写
に
は
伯
者
左
衛
門
尉
（
童
名
米
龍
丸
の
ち
又
龍
丸
）
が
み
え
る
。
南
北
朝
期
に
入
っ
て
、
高
城
寺
文
書
五
八
号
建
武
三
年
（
一
一
二

一
云
ハ
）
十
二
月
十
一
日
大
友
正
全
語
文
に
伯
誓
三
郎
、
深
掘
家
文
書
二
三

O
号
暦
応
三
年
（
一
三
四

O
）
十
二
月
十
四
日
一
色
道
猷
書
下
に
伯

奮
太
郎
が
み
え
る
。
本
条
に
み
え
る
家
定
の
関
係
史
料
と
し
て
は
多
久
文
書
正
安
二
年
（
一
三

O
O）
八
月
廿
五
日
藤
原
（
高
木
）
家
定
請
文

以
外
、
管
見
に
入
ら
な
い
。

肥
前
国
御
家
人
於
保
四
郎
入
道
代
宗
秀
申
、
宇
佐
遷
宮
随
兵
役
之
事
、
任
被
仰
下
候
旨
、
可
明
申
由
、
相
触
面
々
候
之
処
、
於
高
木
少
納
言

阿
闇
梨
、
於
保
右
衛
門
太
郎
・
平
野
三
郎
入
道
・
笠
寺
三
郎
入
道
跡
者
請
文
如
此
候
、
至
北
村
恵
性
房
者
、
当
敵
方
候
之
問
、
不
相
触
候
、

冨
田
五
郎
入
道
跡
者
、
依
不
令
存
知
在
所
候
、
不
令
催
促
候
、
以
比
旨
可
有
御
披
露
候
、
恐
慢
謹
言
、

請
文

正

安

二

年

八

月

廿

五

日

藤

原

家

定

（

花

押

）

こ
の
史
料
も
宇
佐
遷
宮
随
兵
役
に
関
す
る
使
節
と
し
て
の
事
蹟
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
は
、
前
述
の
よ
う
な
高
木
氏
の
存
在
形
態
か
ら

分
か
る
よ
う
に
、
高
木
氏
が
国
街
に
か
か
わ
っ
て
、
肥
前
国
一
宮
河
上
社
の
造
営
の
た
め
の
段
米
寄
付
を
完
遂
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で

あ
る
。制
に
関
し
て
、
肥
前
守
護
北
条
時
定
（
為
時
）
は
、

弘
安
七
年
十
二
月
五
日
、

肥
前
河
上
社
に
対
す
る
俗
人
の
濫
妨
を
止
め
て
異
域
異
賊
の

降
伏
法
を
修
す
べ
き
こ
と
を
河
上
山
衆
徒
に
令
し
、
翌
八
年
九
月
三
日
、
河
上
宮
御
塔
執
行
良
縁
の
訴
え
に
応
じ
て
、
坊
舎
を
修
造
し
仏
事
を

興
行
す
べ
き
こ
と
を
河
上
山
衆
徒
な
ら
び
に
領
主
に
令
し
て
い
る
。

ωの
岩
門
は
福
岡
県
筑
紫
郡
那
珂
川
町
に
属
し
、
那
珂
川
上
流
に
位
置
す
る
。
大
宰
府
か
ら
早
良
・
糸
島
に
抜
け
る
山
道
の
口
と
し
て
、
あ



る
い
は
肥
前
神
崎
庄
（
佐
賀
県
神
崎
郡
）
と
博
多
を
結
ぶ
最
短
コ

1
ス
に
も
あ
た
る
重
要
な
場
所
で
あ
る
。

か
つ
て
平
氏
の
鎮
西
に
お
け
る
重

要
な
支
柱
で
あ
っ
た
大
宰
権
少
弐
原
田
種
直
の
根
拠
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
神
崎
庄
は
平
氏
の
対
宋
貿
易
の
基
地
の
一
つ
で
あ
り
、
岩
門
に
拠

点
を
お
く
原
田
種
直
の
存
在
と
関
連
さ
せ
て
、
平
氏
の
北
九
州
に
お
け
る
支
配
の
様
態
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
原
田
種
直
の
故
地
は
武
藤

氏
が
領
有
す
る
が
、
別
稿
「
岩
門
合
戦
再
論
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
武
藤
景
資
の
軍
事
的
拠
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

軍
事
施
設
岩
門
の
拡
充
強
化
は
直
接
に
は
景
資
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。
大
宰
府
は
蒙
古
襲
来
の
折
、
元
軍
の
九
州
に

お
け
る
最
後
的
攻
撃
目
様
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
弘
安
の
役
後
、
元
再
襲
の
危
機
感
に
あ
ふ
れ
で
い
た
こ
の
時
点
で
、
幕
府
が
九
州
の
領
主

た
ち
に
命
じ
、
岩
門
と
大
宰
府
の
軍
事
施
設
を
整
備
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
は
当
然
の
措
置
で
あ
っ
た
。

同
仰
の
武
士
た
ち
が
異
国
響
固
役
分
担
の
場
所
で
勝
手
な
い
く
さ
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
防
備
維
持
の
た
て
ま
え
か
ら
す
れ
ば
、
厳
に
と

り
し
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

制
に
つ
い
て
は
防
備
維
持
（
警
固
番
役
勤
務
遂
行
）
上
、
兵
根
米
は
必
備
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
無
き
か
、
と
い
っ
て
お
り
、
防
備
の

実
情
が
う
か
が
わ
れ
る
。
出
光
佐
三
氏
所
蔵
宗
像
文
書
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
九
月
廿
三
日
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
と
、
嘉
元
二
年
（
一
三

O
四
）
か
ら
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
に
至
る
八
カ
年
の
兵
娘
旧
米
の
う
ち
千
石
を
宗
像
社
の
造
営
費
に
あ
て
て
お
り
、
高
良
山
座
主
坊
文
書

嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
三
月
品
川
日
中
原
某
奉
書
に
よ
る
と
、
七
百
石
以
上
の
関
東
御
寄
進
兵
線
米
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
と
も
に
、
こ

の
箇
条
の
規
定
と
関
連
さ
せ
て
理
解
し
て
よ
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

約
の
警
固
番
役
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
直
接
勤
務
に
従
う
武
士
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
勤
務
遂
行
を
さ
さ
え
る
農
民
に
至
る
ま
で
、
重

い
負
担
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
薩
藩
旧
記
雑
録
前
編
巻
七
台
明
寺
文
書
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
十
一
月
日
台
明
寺
田
注
文
案
は
そ
の
こ

と
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
同
注
文
案
に
よ
れ
ば
、
磐
田
用
途
使
が
百
姓
か
ら
苛
責
な
く
警
固
用
途
を
責
め
取
り
、
し
か
も
そ
の
受
取
証
を
出

さ
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
警
固
用
途
を
媒
介
に
し
た
苛
烈
な
収
奪
の
実
態
が
知
ら
れ
る
。
異
国
響
固
番
役
を
さ
さ
え
る
底
辺
の
事
情
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
警
固
結
番
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味
で
「
諸
人
煩
費
の
基
い
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
警
固
番
役
を
た
だ
ち
に
撤

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
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川
添
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二
四
四

廃
し
よ
う
と
幕
府
が
考
え
て
い
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、

ωー
ωの
条
々
が
、

む
し
ろ
防
備
強
化
の
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
。

舶
に
つ
い
て
は
、
蒙
古
軍
の
船
団
と
の
海
上
合
戦
に
と
も
な
う
反
省
が
反
映
し
て
い
る
。
今
後
の
来
襲
に
備
え
て
の
軍
略
を
練
れ
、
と
の
指

令
で
あ
る
。
こ
の
種
の
史
料
は
管
見
に
入
ら
ず
、
は
な
は
だ
貴
重
で
あ
る
。

ωの
大
隅
・
日
向
両
国
の
今
津
後
浜
響
固
番
役
が
先
度
除
か
れ
た

と
い
う
こ
と
を
傍
証
す
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
今
津
が
海
岸
防
備
上
重
要
な
地
域
で
あ
る
か
ら
、
も
と
の
よ
う
に
両
国
に
警
備
さ
せ
る
、

と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
帥
仰
は
訴
の
繋
属
手
続
過
程
に
関
す
る
項
目
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
各
項
目
の
意
味
お
よ
び
関
連
事
実
を
述
べ
た
が
、
こ
の
「
条
々
」
を
全
体
的
に
整
理
し
て
み
る
と
、
三
つ
の
部
類
に
わ
け
ら
れ
る
。

ω・
刷
は

ωの
具
体
的
な
施
策
と
み
ら
れ
る
か
ら
、

ω｜
紛
は
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
仏
神
事
の
崇
敬
・
興
行
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。

ωー
ω

は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
異
国
警
固
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
こ
の
「
条
々
」
の
中
で
は
第
一
番
目
の
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
い

る
。
帥
・

ωは
、
こ
の
機
闘
が
裁
定
を
お
こ
な
う
の
に
そ
な
え
て
の
規
定
で
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
前
掲
の
質
券
泊
却
地
に
対
す
る
施

策
の
実
施
事
務
を
内
包
し
、
第
三
番
目
の
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
い
る
。

「
条
々
」
の
第
一
と
第
三
の
グ
ル
ー
プ
が
、
こ
の
機
関
の
任
務
に
直
接
か
か
わ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
第
二
の
グ
ル

ー
プ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ωに
「
所
被
仰
使
者
也
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
条
々
」
が
直
接
東
使
あ
て
に
下
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
ー
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
条
々
」
が
何
ら
か
の
形
で
東
使
の
服
務
規
定
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
｜
。
的
に
「
厳
密
可

被
相
触
九
州
守
護
井
御
家
人
以
下
輩
也
」
と
あ
っ
て
、
九
州
守
護
各
員
に
直
接
あ
て
た
も
の
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
紛
に
「
殊
加
談
議
可
令
注

進
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
条
々
」
の
直
接
の
あ
て
さ
き
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
談
議
を
加
え
」
と
あ
る

か
ら
、
あ
て
さ
き
が
単
数
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
あ
て
さ
き
が
誰
で
あ
る
か
を
考
え
る
と
、

ωー
ω

が
そ
の
手
掛
り
に
な
る
。
こ
の
条
々
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
異
国
警
固
に
か
か
わ
る
条
項
で
あ
る
。
異
国
響
固
の
統
轄
的
任
務
に
あ
た
っ
て
い

た
の
は
鎮
西
の
最
有
力
守
護
家
の
武
藤
・
大
友
両
氏
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
を
進
め
て
く
る
と
、
鎌
倉
幕
府
初
期
以
来
、
鎮
西
守
護
の
な
か
で
鎮
西
統
治
に
特
殊
な
権
限
を
有
し
、
か
っ
、
異
国
響



固
の
統
轄
的
任
務
に
従
っ
て
お
り
、

今
、
東
使
と
組
ん
で
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
の
主
要
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
武
藤
経
資
・
大
友
頼
泰

が
、
こ
の
「
条
々
」
の
直
接
の
あ
て
さ
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
安
達
盛
宗
を
加
え
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ

の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、

ω・
朗
・
削
仰
は
整
合
的
に
理
解
で
き
る
し
、
ひ
い
て
は
「
条
々
」
全
体
の
理
解
も
容
易
に
な
る
。

こ
の
機
関
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
東
使
を
本
奉
行
と
し
、
鎮
西
の
守
護
（
守
護
代
）
を
合
奉
行
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。
そ
の
構
成
員
で
あ
る

武
藤
・
大
友
両
氏
は
、
鎮
西
に
お
け
る
異
国
響
固
の
統
轄
的
任
務
を
果
た
し
て
お
り
、
両
氏
が
こ
の
機
関
の
合
奉
行
に
な
っ
た
た
め
そ
の
任
務

を
や
め
た
と
い
う
証
跡
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
両
氏
は
、
問
機
関
の
合
奉
行
に
な
っ
て
か
ら
も
、
も
と
の
任
務
を
そ
の
ま
ま
に
継
続
し
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。
問
機
関
設
置
の
究
極
の
目
的
が
異
国
警
固
の
完
行
を
期
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
す
れ
ば
、
該
任
務
の
継
続
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
武
藤
・
大
友
両
氏
が
問
機
関
の
合
奉
行
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
問
機
関
設
置
の
直
接
任
務
と
し
て
か
か
げ

ら
れ
て
い
る
、
仏
神
事
の
興
行
・
九
国
名
主
職
安
堵
の
任
務
に
、
武
藤
・
大
友
両
氏
が
帯
び
る
異
国
磐
田
の
統
轄
的
任
務
を
、
必
然
的
に
随
伴

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
機
闘
が
異
国
警
固
に
関
す
る
任
務
を
正
式
に
機
構
化
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
と
し
て
も
｜
｜
。

以
上
の
こ
と
を
如
実
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
条
々
」
は

近
衛
家
本
追
加
・
条
々
の
示
す
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
の
歴
史
的
性
格
は
、
ほ
ぽ
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
機
関
の
実
際
の

活
動
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
た
、
問
機
関
の
設
置
期
間
中
、
鎮
西
に
関
す
る
幕
府
の
重
要
な
施
策
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
と
こ
の
機
関
之
は
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
は
一
年
有
余
で
廃
絶
し
て
い
る
の
で
、
課
せ
ら
れ
た
任
務
を
十
分
に
果
た
す
時
間
も
な
く
、
か
っ
、
そ
の
任
務
内

容
も
限
定
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
そ
の
活
動
を
示
す
史
料
も
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
い
ま
わ
ず
か
に
三
例
が
管
見
に
入
る
に
す
ぎ
な
い
。

ω
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
七
月
三
日
、
幕
府
は
、
筑
前
国
朝
町
村
地
頭
虎
王
丸
代
心
阿
と
宗
像
社
大
宮
司
長
氏
代
良
円
と
の
所
務
条
々

に
関
す
る
相
論
を
裁
許
し
て
い
る
が
（
宗
像
辰
美
氏
所
蔵
文
書
・
同
年
月
日
関
東
下
知
状
て
こ
の
訴
訟
の
訴
陳
状
・
具
書
・
間
注
申
詞
は
大

友
頼
泰
組
の
注
進
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
頼
泰
は
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
で
は
明
石
行
宗
之
、
と
も
に
肥
前
・
筑
前
・
薩
摩
を
管
轄
し
て

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

ハ
川
添
）

ニ
四
五



鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

〈
川
添
）

ニ
四
六

い
る
か
ら
、
頼
泰
の
こ
の
注
進
は
、
問
機
関
の
奉
行
人
と
し
て
の
活
動
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

側
次
に
こ
の
機
関
の
活
動
を
明
示
す
る
史
料
と
し
て
、
比
志
島
文
書
弘
安
八
年
十
月
廿
五
日
静
信
申
状
案
が
あ
る
。
本
申
状
は
大
隅
大
炊

助
入
道
が
税
所
篤
秀
の
た
め
に
満
家
院
郡
司
職
な
ら
び
に
郡
山
以
下
の
村
々
を
押
妨
さ
れ
た
こ
と
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

大
隅
大
炊
助
入
道
代
沙
弥
静
信
謹
言
上

欲
早
賜
御
書
下
、
泰
付
薩
摩
国
守
護
所
、
被
召
出
故
右
大
将
家
建
久
九
年
二
月
廿
一
日
御
下
文
、
賜
御
注
進
、
令
言
上
関
東
子
細
事

一
通
御
下
文
案
文

副
進

右
、
如
御
下
文
之
状
者
、
日
向
・
大
隅
当
圏
内
南
郷
・
宮
里
・
満
家
院
所
々
七
ケ
所
之
名
字
、
難
為
各
別
、
彼
名
田
等
、
引
載
子
状
、
宛
賜

豊
後
守
忠
久
、
所
令
拝
領
也
、
子
息
忠
時
令
相
伝
彼
領
之
後
、
件
郡
郷
内
於
満
家
院
者
、
大
炊
助
入
道
帯
親
父
忠
時
之
譲
状
、
知
行
無
相
違

之
処
、
為
税
所
篤
秀
当
院
郡
司
職
井
郡
山
以
下
村
々
掠
申
之
、
所
押
妨
也
、
然
者
早
被
召
出
於
右
大
将
家
建
久
九
年
御
下
文
、
賜
御
注
進
、

為
令
言
上
関
東
、
恐
々
言
上
如
件
、

弘
安
八
年
十
月
廿
五
日

佐
藤
氏
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
こ
の
申
状
の
提
出
先
、
即
ち
薩
摩
守
護
所
に
命
を
下
し
て
（
賜
御
書
下
）
、
所
要
の
文
書
を
提
出
せ
し

め
、
そ
の
内
容
を
関
東
に
報
告
し
得
る
様
な
機
関
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
で
あ
る
（
二
九
一
頁
）
。
な
お
、
本
申
状
は

佐
藤
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
機
闘
が
弘
安
八
年
十
月
ご
ろ
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。

制
平
川
文
書
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
の
平
河
道
照
申
状
に
み
え
る
副
進
文
書
に

、
本
名
良
氏
、
於
準
符

一
通
観
蓮
陳
状
弘
安
八
年
番
之

と
あ
る
。
宰
府
で
弘
安
八
年
に
香
っ
た
も
の
だ
と
い
う
が
、
当
時
博
多
を
し
ば
し
ば
宰
府
と
同
視
し
て
い
る
史
料
的
表
現
の
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
こ
の
訴
陳
は
博
多
の
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
で
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

問
機
関
の
設
置
期
間
中
、
幕
府
は
田
文
の
注
進
を
諸
国
に
命
じ
て
い
る
。
鎮
西
に
関
し
て
は
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
二
月
二
十
日
、
回
文



の
注
進
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
薩
摩
国
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
関
東
御
教
書
が
薩
藩
旧
記
雑
録
前
編
巻
六
・
権
執
印
文
書
に
収
ま
っ
て
い
る
。

薩
摩
園
田
文
事
、
前
々
難
令
注
進
不
子
細
欺
、
神
社
仏
寺
園
衝
正
園
関
東
御
領
等
、
且
注
分
地
頭
御
家
人
、
且
又
触
明
領
主
之
交
名
、
来
十

月
中
可
令
注
進
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

弘
安
八
年
二
月
廿
日

陸会左会
奥事馬事
守重権皇
5頭5

同者
割l

《
息
宗
u

嶋
津
下
野
前
司
跡

薩
摩
園
田
文
事
、
如
去
年
弘
安
八
年
二
月
廿
日
関
東
御
教
書
者
、
前
々
雄
令
注
進
、
不
委
細
云
々
、
神
社
仏
寺
国
街
庄
園
関
東
御
領
等
弁
領

知
之
分
、
任
被
仰
下
之
旨
、
且
云
次
第
相
伝
之
由
緒
、
且
云
地
頭
御
家
人
領
主
之
交
名
、
注
分
分
明
、
余
回
分
限
無
偏
頗
、
載
起
請
文
詞
、

来
廿
八
日
可
令
注
申
給
之
状
知
件
、

弘
安
九
年
正
月
廿
一
日

大
前
道
調
在
御
判

藤
原
久
氏
同

社
司
収
納
使
弁
済
使
御
中

門
家
胤
》

ま
た
、
坂
口
忠
智
所
蔵
文
書
弘
安
八
年
十
月
日
建
部
定
親
所
領
注
文
案
の
末
尾
に
「
任
去
二
月
廿
日
関
東
御
教
書
井
千
葉
太
郎
殿
御
施
行
旨
、

注
進
言
上
如
件
」
と
あ
り
、
薩
摩
固
と
同
様
に
大
隅
国
に
も
田
文
の
注
進
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
弘
安
八
年
十
月
十
六
日
、
豊

後
国
図
田
帳
が
注
進
さ
れ
た
こ
と
は
費
言
を
要
し
な
い
。
（
な
お
、
鎮
西
以
外
で
は
弘
安
八
年
十
二
月
、
但
馬
国
大
田
文
が
作
成
さ
れ
て
い
る
）
。

以
上
、
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
は
、
そ
の
設
置
期
間
中
に
、
幕
政
の
主
要
な
で
き
ご
と
の
一
つ
で
あ
る
回
文
・
園
田
帳
の
作
成
・
注
進
に

何
等
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
指
摘
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

弘
安
八
年
十
一
月
の
岩
門
合
戦
に
よ
っ
て
こ
の
機
関
の
構
成
員
の
一
人
安
達
盛
宗
を
欠
き
、
問
機
関
は
事
実
上
そ
の
機
能
を
止
め
た
の
で
あ

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）

ニ
四
七
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四
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る
が
、
翌
九
年
七
月
、
鎮
西
談
議
所
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
聞
は
、
鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関
の
よ
う
な
役
割
は
誰
も
果
た
さ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
す
で
に
東
使
の
帰
東
と
、
安
達
盛
宗
の
欠
落
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
間
の
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
史
料
と
し
て
石
志
文
書
弘
安
八

年
十
一
月
廿
五
日
関
東
御
教
書
・
同
九
年
二
月
九
日
武
藤
経
資
施
行
状
案
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
肥
前
国
松
浦
庄
領
家
職
を
「
地
頭
等
知
行
の
分

領
に
付
い
て
お
の
お
の
地
頭
に
沙
汰
し
付
く
べ
し
」
と
い
う
幕
命
に
よ
っ
て
武
藤
経
資
が
同
圧
石
志
村
田
畠
・
在
家
を
石
志
四
郎
に
知
行
せ
し

め
た
も
の
で
あ
る
。
時
の
肥
前
守
護
は
一
北
条
時
定
（
為
時
〉
で
あ
り
、

そ
れ
で
は
な
い
。
右
の
受
命
の
内
容
は
、
松
浦
圧
の
圧
務
権
を
最
勝
光
院
か
ら
地
頭
等
の
手
に
渡
し
た
も
の
で
、
実
態
と
し
て
は
地
頭
請
所
と

《阻》

し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
早
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
異
国
警
固
上
の
必
要
か
ら
な
さ
れ
た
措
置
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
闘
が
廃
止
さ
れ
て
か
ら
鎮
西
談
議
所
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
聞
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
武
藤
経
資
が
鎮
西
全
般
に
及
ぶ

何
等
か
の
指
揮
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
武
藤
経
資
と
と
も
に
、
大
友
頼
泰
も
一
緒
で
あ
っ
た
ろ
う
。

武
藤
経
資
で
は
な
い
か
ら
、

経
資
の
受
命
・
施
行
は
肥
前
守
護
と
し
て
の

注
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（
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（
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（

日
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『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
二
六
九
｜
二
七
一
頁
。

右
同
書
四
O
O頁。

河
上
神
社
文
書
二
二
号
文
応
元
年
（
一
二
六
O
年
）
十
月
白
河
上
宮
免
田
寄
進
年
紀
次
第
注
文
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
一
巻
六
一
頁
）

高
城
寺
文
書
一
号
文
治
二
年
（
一
一
八
六
〉
八
月
四
日
源
頼
朝
下
文
案
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
二
巻
一
九
九
頁
）

実
相
院
文
書
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
十
月
十
五
日
高
木
宗
家
契
状
、
大
友
文
書
建
久
六
年
八
月
廿
五
日
鎮
西
守
談
所
大
番
役
結
番
次
第
。

河
上
神
社
文
書
一
四
三
号
文
保
元
年
三
三
一
七
〉
十
二
月
廿
五
日
鎮
西
下
知
状
に
よ
れ
ば
、
高
木
家
能
が
御
家
人
役
と
し
て
の
使
節
を
勤
め
て
い
る
。

河
上
宮
古
文
書
写
一
三
号
元
徳
四
年
（
一
三
三
ニ
）
正
月
日
河
上
社
維
掌
家
邦
重
陳
状
写
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
二
巻
）

高
木
氏
に
つ
い
て
は
、
森
本
正
憲
「
肥
前
高
木
氏
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
史
学
』
四
九
号
、
昭
和
四
七
年
九
月
）
に
詳
し
い
。

河
上
神
社
文
書
一
一
二
号
弘
安
七
年
十
二
月
五
日
北
条
為
時
書
下
。

川
添
昭
二
「
岩
門
合
戦
再
論
」
（
森
克
己
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
に
掲
載
の
予
定
）

佐
藤
氏
の
考
説
に
従
う
な
ら
ば
、
と
の
機
関
か
ら
出
さ
れ
た
文
書
は
、
当
時
「
書
下
」
と
い
わ
れ
て
い
た
乙
と
に
な
る
。



（
臼
）
『
紀
伊
続
風
土
記
』
第
三
輯
所
収
薬
王
院
蔵
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）
正
月
廿
七
日
関
東
下
知
状
案
（
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
二
巻
参
考
資
料
補
遺

七
）
に
「
弘
安
年
中
、
被
召
諸
国
田
文
之
時
」
と
あ
る
。

（
時
）
相
田
二
郎
『
蒙
古
襲
来
の
研
究
』
一
七
八
頁
。
昭
和
三
三
年
二
月
、
吉
川
弘
文
館
。

鎮
西
特
殊
合
議
訴
訟
機
関

（
川
添
）
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四
九


